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告 示■

◎群馬県告示第２５７号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を令和４年１２月１０日午後３

時から次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県中之条土木事務所におい

て一般の縦覧に供する。

令和４年１２月９日

群馬県知事 山 本 一 太

道路の 路線名 区 間 変更の 敷地の幅員 延 長
種 類 前後別 メートル メートル

一般国道 １４４号 吾妻郡嬬恋村大字大笹字町屋入１８５ 前 ７．８～１６．５ ４３４．８
８番の１地先から同郡同村大字同字長
井１８６８番の３０地先まで 後 ６．０～３２．４ ２２６．３

吾妻郡嬬恋村大字大笹字町屋入１８５ 前 ８．０～１８．９ ５２１．９
８番の１地先から同郡同村大字同字長
井１８６８番の３０地先まで 後 － －

吾妻郡嬬恋村大字大笹字町屋入１８５ 前 １０．０～２４．８ ３９５．６
８番の１地先から同郡同村大字同字長
井１８６８番の４地先まで 後 １０．０～４１．１ ４９３．７

◎群馬県告示第２５８号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県中之条土木事務所におい

て一般の縦覧に供する。

令和４年１２月９日

群馬県知事 山 本 一 太

道路の 路線名 区 間 供用開始の期日
種 類

一般国道 １４４号 吾妻郡嬬恋村大字大笹字町屋入１８５８番の１地先から 令和４年１２月１０日
同郡同村大字同字長井１８６８番の３０地先まで 午後３時

◎群馬県告示第２５９号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県渋川土木事務所において
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一般の縦覧に供する。

令和４年１２月９日

群馬県知事 山 本 一 太

道路の
路線名 区 間

変更の 敷地の幅員 延 長
種 類 前後別 メートル メートル

県道 前橋伊香保線 渋川市伊香保町伊香保字大野６４５番 前 ７．４～１２．９ ２１３．８
の１地先から同市同字甲境沢５４７番 １２．５～５２．０ ２４０．０
の１地先まで

後 １２．５～５２．０ ２４０．０

◎群馬県告示第２６０号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県中之条土木事務所におい

て一般の縦覧に供する。

令和４年１２月９日

群馬県知事 山 本 一 太

道路の 路線名 区 間 変更の 敷地の幅員 延 長
種 類 前後別 メートル メートル

県道 東御嬬恋線 吾妻郡嬬恋村大字田代字吾妻山国有 前 １０．６～１８．６ ９６．８
林２１７林班い１林小班地先内

後 １０．６～２７．２ ９６．８

吾妻郡嬬恋村大字田代字吾妻山国有 前 １１．６～１３．３ ２３．７
林２１７林班い２林小班地先内

後 １３．３～１５．６ ２３．７

吾妻郡嬬恋村大字田代字吾妻山国有 前 ９．６～１２．７ ４９．７
林２１７林班い２林小班地先内

後 １３．７～１５．７ ４９．７

吾妻郡嬬恋村大字田代字吾妻山国有 前 １３．４～１３．５ １９．６
林２１７林班ろ１林小班地先内

後 １７．７～１８．１ １９．６

吾妻郡嬬恋村大字田代字吾妻山国有 前 １０．５～１１．７ ４９．１
林２１７林班ろ１林小班地先内

後 １２．９～１４．６ ４９．１

◎群馬県告示第２６１号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。
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なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県中之条土木事務所におい

て一般の縦覧に供する。

令和４年１２月９日

群馬県知事 山 本 一 太

道路の
路線名 区 間 供用開始の期日

種 類

県道 東御嬬恋線 吾妻郡嬬恋村大字田代字吾妻山国有林２１７林班い１林 令和４年１２月９日
小班地先内

吾妻郡嬬恋村大字田代字吾妻山国有林２１７林班い２林
小班地先内

吾妻郡嬬恋村大字田代字吾妻山国有林２１７林班い２林
小班地先内

吾妻郡嬬恋村大字田代字吾妻山国有林２１７林班ろ１林
小班地先内

吾妻郡嬬恋村大字田代字吾妻山国有林２１７林班ろ１林
小班地先内

公 告■

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５１条の規定による使用権設定に関する裁定の申請があったので、同法

第５２条第１項の規定により、次のとおり公告する。

令和４年１２月９日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 使用権設定の目的

森林から木材を搬出するために必要な作業道の設置

２ 申請人及び相手方の氏名又は名称及び住所

(1) 申請人の氏名又は名称及び住所

神流川森林組合 代表理事組合長 田村利男 多野郡神流町大字麻生９２

(2) 相手方の氏名又は名称及び住所

戸塚松郎 東京都中野区城山町６８番地（現：中野区中野１丁目２４番２号）

３ 使用権を設定すべき土地の所有者及び関係人の氏名又は名称及び住所

戸塚松郎 東京都中野区城山町６８番地（現：中野区中野１丁目２４番２号）

４ 使用権を設定すべき土地の所在、地番、地目、面積

使用権を設定すべき土地の所在、地番 地目 面積（㎡）

多野郡神流町大字魚尾１３２７－１ 保安林
４４８

多野郡神流町大字魚尾１３２７－２ 山林

計 ４４８
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５ 設定すべき使用権の内容及び存続期間

(1) 設定すべき使用権の内容

森林から木材を搬出するために必要な作業道（幅員３ｍ、延長１１２ｍ）の設置に必要な土地の使用

(2) 存続期間

令和５年７月１日から令和１０年６月３０日まで

６ 使用の時期

令和５年７月１日

７ 補償金の額並びにその支払時期及び方法

(1) 補償金の額

土地使用料 ４０３円

立木補償費 ０円

計 ４０３円

(2) 支払時期及び方法

裁定のあった日の翌日から起算して９０日以内に補償金を口座振込（土地所有者の所在が判明した場合）又

は供託所に供託する。

８ 裁定申請の理由

土地の所有者（戸塚松郎氏）の所在が現在不明により、森林法第５０条第１項の規定による使用権の設定の協

議を行うことができないため。

農地法（昭和２７年法律第２２９号）第４１条第１項の規定による農地を利用する権利の設定に関する裁定の申

請があったので、同条第２項において読み替えて準用する同法第３８条第１項の規定により、次のとおり公告する。

令和４年１２月９日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 申請に係る農地の所在等

所在・地番 地目 面積（㎡） 所有者等の情報

沼田市奈良町下モ原１７０番甲 畑 ３７３ （亡）石田ミチエ

沼田市奈良町下モ原１７１番 畑 ９１９ （亡）石田ミチエ

沼田市奈良町宮久保４９０番１ 畑 ４２２ （亡）石田ミチエ

沼田市奈良町吉田５１７番１ 田 １，６７１ （亡）石田ミチエ

沼田市秋塚町下野５６９番 畑 ９２２ （亡）石田ミチエ

沼田市秋塚町上野６３４番 畑 ７２３ （亡）石田ミチエ

沼田市秋塚町上野６３５番 畑 ２３４ （亡）石田ミチエ

沼田市秋塚町上野６３６番 畑 ３９０ （亡）石田ミチエ
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沼田市秋塚町上野６３９番 畑 ７７０ （亡）石田ミチエ

２ 申請に係る農地の利用の現況

耕作の事業に従事する者が不在となっている。

３ 申請に係る農地についての申請者の利用計画の内容の詳細

裁定手続後に、農地中間管理機構から借受希望者に貸し付ける。

４ 希望する農地を利用する権利の始期及び存続期間並びに借賃に相当する補償金の額

始期 存続期間 借賃に相当する補償金の額

令和５年３月１日 令和１０年２月２９日まで ３４２，９７０円
（５年間） （田：年額９，３０３円／１０a）

（畑：年額１１，１６２円／１０a）

５ 意見書の提出

申請に係る農地の所有者は、知事に意見書を提出することができる。

(1) 提出期限

令和４年１２月２３日

(2) 提出先

群馬県農政部農業構造政策課

(3) 記載事項

ア 意見書を提出する者の氏名及び住所

イ 意見書を提出する者の有する権利の種類及び内容

ウ 意見書を提出する者の当該農地の利用の状況及び利用計画

エ 意見書を提出する者が当該農地を現に耕作の目的に供していない理由

オ 意見の趣旨及びその理由

カ その他参考となるべき事項

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８条第１項の規定により吉田土地改良区の設立を適当と決定したの

で同条第６項の規定により公告し、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

令和４年１２月９日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 縦覧に供する書類

(1) 定款の写し

(2) 土地改良事業計画書の写し

２ 縦覧に供する期間 令和４年１２月１２日から令和５年１月１３日まで

３ 縦覧に供する場所 富岡市役所
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土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により次のとおり土地改良区役員の退任の届

出があったので、同条第１８項の規定により公告する。

令和４年１２月９日

群馬県知事 山 本 一 太

理 事
土地改良区名 監 事 区 分 役 員 氏 名 住 所

の 別

緑町 理 事 退 任 深田利雄 太田市緑町甲３４番地１

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により県営吉田土地改良事業計画を定めたので、

同条第５項の規定により公告し、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

令和４年１２月９日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 縦覧に供する書類 土地改良事業計画書の写し

２ 縦覧に供する期間 令和４年１２月１２日から令和５年１月１３日まで

３ 縦覧に供する場所 富岡市役所

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により検査済証を交付したので、次の開発行為

に関する工事が完了した旨を公告する。

令和４年１２月９日

群馬県知事 山 本 一 太

番号 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名

１ 佐波郡玉村町大字斎田５４－４、５５－６、５５－ 高崎市新町２１６０番地４
７ 種岡義行
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